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背景 

近年、医療事故に対しての関心が高まるとともに、医療におけるリスクマネジメントの

重要性が叫ばれるようになって来た。1990 年代以降、欧米などで医療事故の種類や発生率、

重症度などに関する研究が行われ、どの医療施設においてもかなりの割合で医療事故が生

じ、患者への影響度や、それによって生じる経済的損失は莫大なものであることがわかっ

てきた。また、医療事故は特定の「質の悪い」医療従事者が起こすのではなく、誰もが事

故を起こしうることが実証され、医療事故の発生を防止するには、従来行われてきた事故

に関与した医療従事者を処罰するだけでは解決しないことが明らかになった。 

しかし、現在多く用いられている医療事故防止の手段は、医療従事者への注意喚起と確

認行動の徹底という医療者個人への働きかけであり、組織要因に踏み込んだ対策はほとん

ど行われていない。また、実際に被害にあった患者・家族、遺族の声はほとんど医療現場

に届かず、貧困な司法制度の中、医療事故の当事者たる医療従事者は罰せても、再発防止

につながる事故発生の根源的問題解決まで至らないのがほとんどである。 

そこで本研究では、医療現場で医療従事者および、医療事故の被害者、家族、及び遺族

を対象とする実証研究を行い、医療組織に踏み込んだ事故防止対策、及び被害者の切望す

る事故後の対応のあり方を検討することを目的に、以下の 2 つの研究を実施した。 

 
1. 医療従事者の業務内容及びエラー発生に関する研究 

背景：日本では医療事故の発生要因は確認不十分が も多く、事故防止対策として確認

行為の強化が行われている。しかし、エラーの発生要因には時間切迫があり、確認行為の

強化は業務量の増加を招き、時間切迫が悪化することとなる。そのため本研究では、看護

師を対象に時間切迫に影響する労働環境要因を明らかにし、エラー防止のための時間切迫

改善に向けた対策を労働環境要因に焦点を当てて検討することを目的とした。 

方法：4 病院の 22 病棟に勤務する看護師 540 人を調査対象に、エラー発生に関連がある

労働環境要因（仕事の経験度、疲労、睡眠不足、業務量、勤務帯）、及び時間切迫感を測

定した。無記名自記式調査票を 10 日間配布し、413 人（有効回答者 76.5％）の 2698 人日

分のデータを分析対象とした。分析方法は、各病棟、及び各看護師の個人内相関を考慮し、

時間切迫を従属変数、他の労働環境要因を独立変数とした多変量解析を行った。 

結果及び考察：時間切迫に関連した看護業務は、医療行為と看護処置量と、ナースコー

ル対応数であった。また、勤務前の疲労感が高い場合に時間切迫が高かった。看護師の時

間切迫を減少させエラーを防止するには、医療行為に伴う看護処置量の検討、ナースコー

ル減少への対策、慢性疲労に対する対策であり、そのための具体策として、マンパワーの

確保、看護師による業務裁量の拡大、負担軽減のための交替勤務体制が考えられた。 

 



2. 医療事故被害者から見た医療従事者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの実態とあり方に関する研究 

日本における本人告知に対する家族の視点 -薬害 HIV 感染症のケース- 
背景：1980 年代初頭、米国から輸入された HIV が混入した非加熱濃縮血液製剤により、

日本の全血友病患者の約４割にあたる約 1400 人が HIV に感染する被害が生じた。当時、

癌よりもさらに致死的で、さらに偏見を伴う HIV 感染症を患者・家族に知らせるべきか否

か、血友病専門医の間で大きな議論となり、HIV 感染症の治療法がない、世間や医療者か

ら差別を受ける、カウンセリング体制が整っていないなどの理由で、患者に HIV 感染を知

らせない方針が取られた。そのような中、日本では患者は精神的に耐えきれないという理

由で、家族が患者への告知を拒むことが多いにもかかわらず、医師さえも患者への HIV 感

染告知を躊躇する中、薬害 HIV 感染被害者の家族は、自ら患者に HIV 感染を知らせた例

が数多く報告されている。そこで本研究では、薬害 HIV 感染被害者遺族を対象に調査を行

い、薬害 HIV 感染告知に対する家族の意向について明らかにし、日本における「医原病の

発生」や「致死的疾患」、「偏見差別を伴う疾患」の告知のあり方について検討した。 
2-1．量的研究 
方法：HIV訴訟原告団経由で392家庭（薬害HIV感染被害者遺族家庭の約4分の3）に自

記式無記名質問紙を配布、225家庭（有効回収率57.4％）、314名の患者の家族（妻、父、

母、兄弟、子ども）を分析対象とした。調査項目は、HIV感染を知り得た状況、知らされ

方に関する問題点、主治医への思い等であり、分析は単変量解析及び多変量解析を行った。 
結果及び考察：薬害HIV感染を患者に伝えたのは、主治医32.8％、家族8.3％であり、患

者に未告知は26.4％であった。54.5％の家族は、医師がHIV感染を知らせた時期が遅すぎ

たと評価しており、主治医が患者への感染告知を躊躇していた状況や、患者・家族に医原

病の発生に対する謝罪がないことを問題だと感じていた。また、薬害HIV感染の発生・拡

大に対し主治医は重大な責任があると感じたのは、家族が告知時期を遅いと評価した場合、

主治医が患者に告知しなかった場合、主治医から申し訳ないという気持ちが伝わらなかっ

た場合であった。日本人の家族であっても、致死的疾患が感染症や医原病である場合には、

感染防止や医原病に対する謝罪を受けるために、本人告知がなされることを希望している

ことが明らかになった。 

 2-2.質的研究 

方法：薬害 HIV 感染被害者の遺族 34 名に対し、半構造化面接調査を研究者が 3 人 1 組

となって行った。分析は、グラウンデットセオリー法による継続比較法を用い、患者

や家族の HIV 感染告知に対する意向に関して質的な分析を行った。 

結果及び考察：薬害 HIV 感染告知に関する家族の意向として、真実が知りたい、申

し訳なかったと言って欲しかった、治療を始めたい、二次感染を防ぎたい、告知を家

族任せにして欲しくない、家族に知らせることを患者任せにして欲しくない、患者に

感染を隠し通すことは出来ないが抽出された。日本でも、HIV の感染防止や治療の開始、

HIV 感染を隠し続けることが困難であるなど、本人告知による利益が不利益より勝ること

を理解すれば、家族も本人告知に賛成することが明らかになった。そして医原病の場合に

は、被害側は被害を認識し、謝罪を受けることを切望し、さらに被害補償を得るためにも、

どのような疾患であっても医師は患者・家族に真実を伝える必要があることが示唆される。 
 


